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意見・質問 回答 

＜一般競争入札案件＞ 

① 令和２年度 県営ほ場整備事業（機構

関連型）宇留地地区 区画整理工事そ

の２ 

 

・ 今回抽出工事と関連工事１が一者応札

になっているが、その事情をどう推測す

るか。 

 

 

・ 一者応札になった原因をもう少し詳細

に分析できないか。 

 

 

 

 

 

 

・ 今回の工事場所は図面では高低差がな

い様に見受けられるがどうか。 

 

 

 

 

 

・ 技術提案の課題に対する評価点が低い

ように見受けられるがどうか。 

 

 

 

 

 

 

・ その時期における業者の工事受注件数

と雇用している技術者数の状況によっ

てそのような結果になったのではない

かと思われる。 

 

・ ほ場整備事業については、採算性が悪い

と建設業協会等からも指摘されており、

今年度より見直しを進めている。国の標

準歩掛では、能登北部の中山間地域など

高低差のある場所では効率が悪いので、

農林水産省に中山間地域用の歩掛を検

討してもらっている。 

 

・ 平面図で見ると高低差は認識しづらい

が、現地ではかなり高低差がある。この

ような地域の工事を受注できるのは、現

地に精通している地元の業者に限られ、

結果的に応札者が少なくなったのでは

ないかと推測される。 

 

・ 提案内容が一般的なことだったので、そ

のような評価になった。 

② 寺井高等学校№１管理教室棟防音復

旧・大規模改修工事（機械設備） 

 

・ 無効となっている２者はどのタイミン

グで、どのような事情で無効となった

のか。 

 

 

 

 

 

 

・ １者は調査基準価格を下回ったため、施

工体制調査のための資料の作成・提出を

依頼していたが、辞退する旨の届出があ

った。もう１者は入札後、落札決定日ま

での期間に他の自治体発注の工事を落

札したため技術者を配置できなくなっ
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意見・質問 回答 

 

 

・ 施工体制調査を辞退した理由は何か。 

 

・ 関連工事はあるか。 

 

・ 防音復旧工事で冷温水発生機と空気調

和機を更新するとなっているが、この２

つの機械を更新することと防音復旧は

どのような関係性があるのか。 

 

たことにより申請取下届が提出された。 

 

・ 辞退した理由は定かではない。 

 

・ 建築工事と電気工事がある。 

 

・ 防音のためのサッシの更新と窓が開け

られないことによる空調設備の更新を

セットで行う工事である。 

③ 主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改

築工事（柳田２号跨道橋撤去１工区） 

 

・ ３つの関連工事と今回の対象工事の入

札参加者数が違う理由は何か。 

 

 

・ Ⅱ型の簡易な提案（配点５点）に点数配

分はあるのか。 

 

 

 

 

・ ４つの跨道橋撤去工事の他に、近接して

改良工事も施工していたため、入札に参

加できない業者があった。 

 

・ Ⅱ型については２項目で５点としてお

り、Ⅰ型のような点数配分はない。 

＜指名競争入札案件＞ 

④ 令和２年度 機能強化・老朽化対策事

業 丸山地区 老朽化対策工事 

 

・ 入札結果を見ると、業者が前向きに応札

したように感じられないが、指名する際

の選定段階で考慮できないか。 

 

 

 

 

 

・ 本工事では、選定のルールに則り、当該

地域の対応等級の有資格者を全て選定

しているため難しい。 

 

⑤ 金沢競馬場角馬場整備工事 

 

・ Aランク業者を指名しているが、複雑な

工事ということか。 

 

 

 

・ 金額が１，０００万円以上のため A ラ

ンクを指名している。 

⑥ 金沢圏域 地すべり緊急改築工事（清

水谷工区） 
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意見・質問 回答 

・ 入札結果にある棄権と辞退の違いは何

か。 

 

 

・ 電子入札の資格の有無とはどういうこ

とか。 

 

・ 工事の難度はどうか。 

・ 入札時に辞退の申し出があったものが

辞退、辞退の申し出も入札もなかったも

のが棄権となる。 

 

・ 県の電子入札システムにおける登録の

有無のことである。 

 

・ 現場は山奥かつ急峻であることから、あ

る程度の難度はある。 

 

⑦ 一般国道 ４１６号 県単道路改良工

事（改良工） 

 

・ 細目協定とはどのようなものか。 

 

 

・ ６月２５日に通行止めを解除している

が、工期が８月３１日に着工となってい

る理由は何か。 

 

 

 

 

・ 県と地域の建設業協会（小松能美建設業

協会）が締結している災害協定である。 

 

・ 災害応急工事の場合、着工後に測量や図

面の作成、積算等を行ったうえで随意契

約を結ばざるを得ないため、実際の工期

とは異なってくる。 

 

 


